
＊１ヶ月（30日）当たりの金額（１割負担の場合）

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

介護費 ¥23,631 ¥25,905 ¥28,384 ¥30,659 ¥32,934 ¥20,778 ¥23,088 ¥25,464 ¥27,772 ¥30,014 ¥20,778 ¥23,088 ¥25,464 ¥27,772 ¥30,014

おやつ

喫茶代 (月額)

食費

滞在費

月額 ¥164,981 ¥167,255 ¥169,734 ¥172,009 ¥174,284 ¥105,038 ¥107,348 ¥109,724 ¥112,032 ¥114,274 ¥95,138 ¥97,448 ¥99,824 ¥102,132 ¥104,374

食費

滞在費

月額 ¥87,431 ¥89,705 ¥92,184 ¥94,459 ¥96,734 ¥69,878 ¥72,188 ¥74,564 ¥76,872 ¥79,114 ¥56,378 ¥58,688 ¥61,064 ¥63,372 ¥65,614

食費

滞在費

月額 ¥64,931 ¥67,205 ¥69,684 ¥71,959 ¥74,234 ¥50,078 ¥52,388 ¥54,764 ¥57,072 ¥59,314 ¥48,578 ¥50,888 ¥53,264 ¥55,572 ¥57,814

食費

滞在費

月額 ¥62,231 ¥64,505 ¥66,984 ¥69,259 ¥71,534 ¥44,378 ¥46,688 ¥49,064 ¥51,372 ¥53,614 ¥34,778 ¥37,088 ¥39,464 ¥41,772 ¥44,014

＊介護費にはサービス提供体制強化加算Ⅱ、看護体制加算、夜勤職員配置加算、栄養マネジメント加算、口腔機能維持管理体制加算、処遇改善加算を含む。

＊上記金額はあくまで目安です。この他、状況に応じて加算料金が発生する場合があります。その場合、処遇改善加算の金額も変更になります。

＊特定入所者介護サービス費(負担の限度額)

第1段階 市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方など

第2段階 市民税世帯非課税で合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方など

第3段階 市民税世帯非課税で第1段階・第2段階に該当されない方など

上記に該当する場合でも、世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である場合や、預貯金等の金額が1000万円(ご夫婦の場合は配偶者と合わせて2000万円)を超える場合には、

特定入所者介護サービス費の支給対象となりません。(生活保護を受給されている方は除きます。)

＊上記表中以外の介護保険外利用料についても必要に応じて、実費負担いただきます。
＊介護保険上の計算により実際のお支払時には、1円単位の誤差が生じる場合があります。
＊介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、負担額を変更します。

平成30年4月1日

第2段階

¥390

第1段階

¥300

¥820 ¥320 ¥0

¥820 ¥420 ¥370

第3段階

¥650

¥1,310 ¥820 ¥370

¥3,000 ¥1,200 ¥870第4段階

¥1,545 ¥1,442

ユニット型 従来型個室 多床室

¥100

¥2,000


